
（2） 令和6年2月1日発行議 会 だ よ り

長寿祝い金支給条例の一部改正　議案第79号

少年指導センター設置条例の廃止条例　議案第80号

国民健康保険税条例の一部改正　議案第82号

学校部活動地域連携・地域移行推進基金条例　議案第83号

改正の趣旨
　長寿祝い金の受給資格の区分を改定するため、川越市長寿祝い金支給条例の一部を改正しようとするもの。
改正の内容
　長寿祝い金の受給資格について、77歳、88歳および99歳以上の者から、88歳、100歳および男女それぞれの
最高齢の者にしようとするもの。
施行期日
　公布の日

廃止の趣旨
　青少年の指導、育成等に関する事務の見直しを行うため、川越市少年指導センター設置条例を廃止しようと
するもの。
施行期日
　令和６年４月１日

改正の趣旨
　国民健康保険税の課税額の見直しを行うため、川越市国民健康保険税条例の一部を改正しようとするもの。
改正の内容
■ �後期高齢者支援金等課税限度額および被保険者均等割額を引き上げるとともに、基礎課税額の所得割額の算
定に係る税率を引き下げようとするもの。

■  出産する予定の被保険者または出産した被保険者につき算定する所得割額および被保険者均等割額について、
減額措置を講じようとするもの。

■ その他所要の規定の整備をしようとするもの。
施行期日
　一部を除き、令和６年４月１日

制定の趣旨
　市立中学校における部活動の地域連携および地域移行の推進に要する経費の財源に充てる基金を設置するた
め、川越市学校部活動地域連携・地域移行推進基金条例を制定しようとするもの。
制定の内容
　川越市学校部活動地域連携・地域移行推進基金に関し、積み立て、管理、運用益金の処理、繰り替え運用、
処分等について規定しようとするもの。
施行期日
　公布の日

43件の市長提出議案を審議しました。
採決の結果は４ページの議決結果一覧表を、各議案への質疑は市長提出議案


